
保健カレンダー

場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち 場　所 育児相談時間 健康相談時間日にち
こども館「かさくら」
総合交流センター福祉健康センター 12日（金）

16日（火）
2日（火）
22日（月）

9：30～11：30
13：30～14：30 13：30～14：30

9：30～11：00
13：00～14：30

10：30～11：30
14：00～15：30

育児相談・健康相談 ※申込不要　スタッフ：保健師、助産師（福祉健康センターのみ）、栄養士、歯科衛生士、精神保健福祉士、親子サポート教室にじいろ指導員（こども館のみ）

貯筋（ちょきん）くらぶ（体操教室）

こども家庭センター
（福祉健康センター内）

妊娠期から18歳までの子育てをサポート

妊娠届・母子健康手帳の交付について

こどもの
健診・教室などの
年間予定

〇保健師・助産師・管理栄養士・精神保健福
祉士による電話相談・家庭訪問

☎388‐7171（平日8：30～17：15）

母子健康手帳の交付（妊娠
届）は、予約制です。
交付時間9：00～16：00
電話または申込フォームから
前日までにご予約ください。

場　所 時間日にち 申込・参加費
福祉健康センター

笠松
中央交流センター
総合交流センター

松枝交流センター
笠松

中央交流センター

3日（水）

松枝交流センター
10：00

～

11：30

13：30

～

15：00

初参加の方
のみ要申込
☎388‐7171

参加費：
100円/回

内　容 対象 時間日にち

6月の健康だより

〇こどもの教室　（場所：福祉健康センター）☎388‐7171（平日8：30～17：15）

〇介護予防事業（主に65歳以上が対象）

プレパマクラブ（要予約） 妊婦と
そのパートナー
産後2か月から1年未満
のお子さんと母親

2日（火）
22日（月）

10：00～11：00
13：30～15：00

2日（火）10：30～11：30

26日（金）10：00～11：30

2日（火） 9：30～11：00
22日（月）13：00～14：30

12日（金） 9：30～11：30
15日（月）
16日（火）
24日（水）

9：00～12：00

子育てママサロン・
バランスボール（要予約）

▲申込フォーム

※当番医等は変更となる場合があります。※受診前に必ず病院等へ電話相談をしてください。
※日頃から「かかりつけ医」を持ちましょう。休日急病診療

■内科系　　診療時間　9：00～14：00 ■歯科系　　診療時間　9：00～13：00
日 病院名 所　在 電　話 病院名 所　在 電　話

7

14

21

28

愛生病院

ひらたクリニック

やまうちクリニック

岐南ハートと呼吸のクリニック

笠松町円城寺

笠松町田代

岐南町八剣北

岐南町伏屋

☎388‐3300

☎387‐3378

☎215‐7771

☎374‐2066

■薬局　　　開設時間　9：00～14：00
日 病院名 所　在 電　話

7

14

21

28

（有）羽島調剤薬局

笠松こすもす薬局

クルーズ薬局岐南店

りんどう薬局

笠松町円城寺

笠松町田代

岐南町八剣北

岐南町伏屋

☎388‐0938

☎387‐8004

☎249‐3070

☎248‐7766

さかえ歯科クリニック

森デンタルクリニック

きたはら歯科クリニック

くみ歯科クリニック

岐南町伏屋

笠松町田代

岐南町野中

笠松町北及

☎240‐0644

☎387‐9981

☎247‐8168

☎337‐8785

■二次的病院（重症の方・救急を必要とする方）
　松波総合病院（笠松町田代）☎388‐0111
■救急電話相談
　（救急車を呼ぶか病院に行くかなどの判断に迷う時）
　救急安心センター　☎#7119
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎216‐0119
■子ども医療電話相談（こどもの急な病気・けがに困った時の相談）
　☎♯8000
　ダイヤル回線、IP電話などつながらないときは☎240‐4119

離乳食教室（要予約）

歯みがき教室

5～6か月児

乳幼児と保護者

発達が心配なこども
とその保護者

ことばの相談：就学前まで
発達相談会：18歳以下

ことばの相談（場所：こども館）

（沐浴体験や助産師から妊娠・出産の講話）

（離乳食の進め方等の講話）

（歯の汚れチェックや歯みがき指導）

（親子サポート教室にじいろ指導員による言葉、発達面の相談）

発達相談会（要予約）
（臨床心理士による発達に関する相談）

※乳幼児健診の対象者の方には個別通知します。日程はホームページをご覧ください。

ふれあいひろば（認知症予防教室）

ふれあい喫茶（認知症カフェ）※認知症介護者のサロン（9：30～）

場　所 時間日にち
福祉健康
センター

福祉会館

5日（金）

25日（木）

13：15～
14：45
10：15～
11：45

申込
初参加の方のみ要申込
笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

場　所 時間日にち
総合交流
センター
福祉健康

センター※

8日（月）

9日（火）

10：00～
11：00

問合せ

笠松町地域包括
支援センター
☎388‐7133

こんな時は届出が必要です
　国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての方が加入する制度です。
　届出を忘れると、将来受け取る年金の金額が少なくなったり、受け取れない場合があります。
また、不意の事故や病気で障がいが残った時の障害年金や、亡くなられた時の遺族年金が支
給されなくなるおそれもあります。
　次のようなときは届出を忘れずに行って、あなたの大切な年金の権利を守ってください。

・第1号被保険者　20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の方など
・第2号被保険者　会社員や公務員など厚生年金、共済年金に加入されている方
・第3号被保険者　第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　／　住民課　☎388‐1115

届出が必要なとき 異動の内容
退職したとき（厚生年金、共済年金
加入者の場合）
配偶者（厚生年金、共済年金加入者
の場合）に扶養されていたが配偶者
が退職したとき
収入増加などにより配偶者（厚生年
金、共済年金加入者の場合）の扶養
を外れたとき

第2号被保険者から第1号
被保険者になります。

第3号被保険者から第1号
被保険者になります。

届出のときに持参するもの

・基礎年金番号またはマイナンバーが
わかるもの

・雇用保険被保険者離職票など

TEAM‐H（羽島郡地域クラブ）が始動しました教育委員会だより
　全国的に「中学校部活動の地域展開」が
叫ばれる中、羽島郡も、中学校部活動を引
き継ぐ団体としてTEAM‐H（羽島郡地域ク
ラブ）を創設しました。TEAM‐Hは、以下の
ことを実現していきます。
①「子どもの活動機会」を継続します。
　人数が減ってしまっても、両町が手を取り
合い、羽島郡としての活動ができるようになり
ます。実際に、野球・サッカー・ハンドボール
女子・ソフトボール・美術などが羽島郡の中
学生が在籍する団体として活動しています。
今後も、少子化だけが理由ではなく、子ども
たちがやりたいと思う活動ができる環境を整
えていきます。
②「地域指導者の育成」に力を入れます。
　地域指導者は、中学校部活動の顧問に
替わる存在です。より専門的な指導を提供
し、長期間指導に携わることが可能になりま
す。こうした環境で活動することによって子
どもに達成感や満足感を実感させられるよ
うになります。同時に、地域指導者には、自己
研鑽だけでなく、TEAM‐Hとしても定期的に
研修会を開催し、質の向上を図っていきます。
③「生涯学習」の観点を遵守します。
　TEAM‐Hは、中学校部活動に替わって

大会参加することもできます。上位進出を目
指した活動も大切ですが、それ以上に子ど
もが成長できる機会として活動していきます。
初めてスパイクを履いたり、ラケットを握った
りする生徒が、安心して活動することができ
るクラブです。高い競技性を目指す生徒は、
民間のクラブの方がニーズに合っていると
思います。このTEAM‐Hは、初心者が遠慮
することなく安心して活動することができる
クラブにしていきます。
　このような願いのもと、多くの地域の方々
や学校教職員の方々に支えられ、令和8年
度からTEAM‐H（羽島郡地域クラブ）を始
動することができました。今後もさまざまな
課題に直面していくと考えられます。その時
はまた、皆さんと対話を重ね、子どもが安心・
安全に活動し、活躍できる機会を継承・発展
していけるようにします。地域にいる子ども
を、地域で育て、地域で守り、地域で支えて
いきましょう。

cTEAM‐H（羽島郡地域クラブ）事務局
　☎058‐245‐1133  Fax：058‐245‐1136
　Mail：kyouiku@town.ginan.lg.jp

17日（水）

3日（水）17日（水）

10日（水）24日（水）

4日（木）18日（木）

3日（水）17日（水）

10日（水）24日（水）
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